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   ※先端ＩＣＴとは＝ＩｏＴ、ＡＩ、５Ｇ等の先端技術や、その他の革新目覚ましい 

ＩＣＴのこと。 

 

 

 

 

 

 

○ 受 付 期 間 

令和元年８月２３日（金）～ 令和元年９月２７日（金）１７：００必着 

○ 審 査 委 員 会 

  令和元年１０月 ＜予定＞ 

○ 申請・問合せ先 

  鳥取県 商工労働部 産業振興課 次世代産業担当 

  電話：０８５７－２６－７５６４、ファクシミリ：０８５７－２６－８１１７ 

  E-Mail：sangyou-shinko@pref.tottori.lg.jp 

※ 本募集案内は、県のホームページ 

（とりネット：http://www.pref.tottori.lg.jp/257689.htm ） 

からダウンロードできます。 
 

 

 

 

 

 

令和元年８月 

鳥取県商工労働部産業振興課 

http://www.pref.tottori.lg.jp/257689.htm
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（様式）鳥取県先端ＩＣＴ地域プロジェクト型開発・実証支援事業提案書等・・・・・・・８～１６ 

 以下は、事業開始後に提出する書類の様式です。 

鳥取県先端ＩＣＴ地域プロジェクト開発・実証支援事業実施報告書・・・・・・・・・・・・１７ 

               〃    支援補助金収支決算書・・・・・・・・・・・・１８ 

               〃    年度仕入控除税額確定報告書・・・・・・・・・１９ 

〃    事業進捗状況報告書・・・・・・・・・ ２０～２１ 
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2 

 

  

 

 

 

「令和元年度鳥取県先端ＩＣＴ地域プロジェクト型開発・実証補助金」について、公募を行いますの

で、交付を希望される方は、下記に基づき申請されるようご案内いたします。 

 

注）先端ＩＣＴとは＝ＩｏＴ、ＡＩ、５Ｇ等の先端技術や、その他の革新目覚ましいＩＣＴのこと。 

 

■１ 制度の目的 

 本補助金は、県内企業が県内学術機関、県内市町村等と連携体を組成して行う、ＩｏＴ、ビッグデ

ータ分析、ＡＩ等の先端技術や革新目覚ましいＩＣＴ（通信技術）を活用したシステム･サービスの開

発及び県内実証の取組を支援することで、先端技術の地域実装及び定着による地域スマート化と、技

術的ノウハウや成果の共有・蓄積によって県内での先端技術の利活用促進を図ることを目的とする。 

 

■２ 補助対象者 

 本補助金は次の（１）～（３）の要件を満たす者をそれぞれ１者以上含む共同体に対して交付します。 

（１） 次のア～エを全て満たす者 

ア 「とっとりＩｏＴ推進ラボ」に参画している事業者であること。 

  ※現時点で参画していなくても申請までに参画すれば可 

  （新規参画申請方法：https://www.pref.tottori.lg.jp/277930.htm） 

イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条に定 

 める風俗営業、性風俗関連特殊営業又は接客業務受託営業を営む者ではないこと。 

ウ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下「暴 

  対法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）ではないこと。なお、個人

事業主の場合は暴力団員（暴対法第２条第６号に定める暴力団員をいう。以下同じ。）ではない

こと。 

エ 暴力団若しくは暴力団員の利益につながる活動を行い、又は暴力団若しくは暴力団員と密接 

  な関係を有する者ではないこと。 

 

（２）県内支援機関（地方独立行政法人鳥取県産業技術センター若しくは公益財団法人鳥取県産業振興

機構）若しくは県内学術機関 

 

（３）実証自治体（補助事業のうち「地域実装定着型」を実施する場合に限る） 

 

 

※共同体の構成員の中から、本補助金の申請・報告事務や専用口座による各種支払い事務、事務を統

括しての管理運営等を行う代表として前項第１号アからエの要件を全て満たし、かつ鳥取県内に本店、

支店、営業所、事務所その他名称の如何を問わず、事業を行うために必要な施設を有するとともに、

鳥取県内において主体的に開発に取り組む能力を有する１者選定し、その者を申請代表者とすること。 

 

 

注）本補助金とは別に同種の補助金等を受けている又は受ける予定となっている事業については、補

助対象としないものとします。 

鳥取県先端ＩＣＴ地域プロジェクト型開発・実証支援補助金公募要領 

https://www.pref.tottori.lg.jp/277930.htm


3 

 

■３ 補助事業・補助率・補助限度額・事業実施期間・補助対象経費 

補助対象経費は本事業の対象として明確に区分できるもので、かつ証拠書類によって金額等が確認で

きるもののみになります。（交付決定前に発注、購入、契約等を実施したものは補助対象となりません。） 

 

補助事業 補助率 補助限度額 事業期間 

【最先端技術挑戦型】 
将来的に地域への普及が期待される高度な最先端技術

（ＡＩ・ロボット等）を活用した新たな商品・サービス

の開発・実証による地域解題解決等に資する事業 

２／３ 

１，５００万円 
最大 

２４か月 

【地域実装定着型】 
開発・実証後に県内（地域）での定着が見込まれる、先

端技術を活用した新たな商品・サービスの開発・自治体

と連携した地域実装による地域スマート化に資する事業 

１／２ 

 

補助対象経費 

経費区分 内容 

１ 直接人件費 
事業に従事する従業員・アルバイト等について、当該開発に直接

従事する時間の給与・賃金相当額 

２ ソフトウェア開発環境

使用料及び購入費 

ソフトウェア開発に必要な開発環境の使用料（サーバー利用料等）

及び購入費（取得金額３０万円未満のものに限る） 

３ 委託費 

自社で不可能なソフトウェア等の開発の一部について、外部委託

に要する経費（県内事業者が実施したものに限る。ただし、やむ

を得ない事情で県内事業者への発注が困難と事前に県が認めた場

合については、この限りでない。） 

４ 機械装置・工具器具費 
開発に必要な機械装置・工具器具類の購入（取得金額３０万円未

満のものに限る）、借用に要する経費 

５ 減価償却費 

開発に必要な新たに購入する取得金額３０万円以上のソフトウェ

ア、機械装置・工具器具類について、補助事業実施期間に発生す

る減価償却費 

６ 外部専門家受入経費 

補助事業者が開発に関する専門知識や、開発のための技術的ノウ

ハウ等を得るために行う、外部専門家の受入に要する経費（専門

家への旅費・謝金、専門家を招いての従業員講習のための会場借

上料等） 

７ その他 補助事業遂行のために要すると県が認める経費 

※交付決定額全体に対する開発外注委託費の経費配分割合は、５０パーセント以下とする。 

※機械装置・工具器具費、減価償却費については、量産用設備及び開発目的以外の汎用性設備は

対象外とする。 

本補助金の額は、「補助対象経費」に「補助率」を乗じて得た額とします。 

注）補助事業を行う者が補助事業実施期間中に、補助事業において開発する鳥取県先端ＩＣＴ地域プ

ロジェクト型開発・実証支援事業の試験導入等により利用者から利用料を徴収する場合は、当該徴

収額を補助対象経費から控除した額に補助率を乗じて得た額を本補助金の額とします。 
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■４ 申請手続き 

 （１）受付期間 

   令和元年８月２３日（金）～令和元年９月２７日（金）１７：００必着 

 

 （２）提出先（郵送又はご持参下さい。） 

   鳥取県 商工労働部 産業振興課 次世代産業担当【担当：大谷・石上】 

   住 所：鳥取市東町１－２２０ 

電 話：０８５７－２６－７５６４、ＦＡＸ：０８５７－２６－８１１７ 

E-Mail：ootanit@pref.tottori.lg.jp 

 

 （３）提出書類 

鳥取県先端ＩＣＴ地域プロジェクト型開発・実証事業提案書 

（Ｐ８～Ｐ１５参照）［正本１部、副本６部］※申請書、添付資料が揃ったものを７部 

  ※ 様式については、県のホームページ 

（とりネット：http://www.pref.tottori.lg.jp/257689.htm ） 

にあるファイルをダウンロードして使用してください。 

 

 （４）審査 

   審査は提出書類の記載内容を確認の上、有識者等で構成する「鳥取県補助金等審査会（鳥取県先

端ＩＣＴ地域プロジェクト型開発・実証補助金審査会）」（プレゼンテーション評価）で行い、その

判断等を踏まえ補助金交付先を決定します。（審査中の経過等に関する問い合せには応じません。） 

次の観点から総合的に審査を行い、予算の範囲内で優先順位により採択決定します。 

【評価の主なポイント】 

① 新規性・革新性 

○先端ＩＣＴの機能性を生かした提案となっているか。 

○これまでにない新しいサービス・ビジネスモデルが期待できるか。 

○新たに開発するサービスが属する市場のニーズ・規模、類似サービスに関する分析・調査が十分

に行われており、サービスとして差別化が図れるものであるか。 

② 地域性 

○鳥取の特性（資源、課題）を生かした鳥取県らしい提案となっているか。 

○県内の地域や企業と連携し、開発・実証の内容を広く波及させ、技術や知見が鳥取県内の先端Ｉ

ＣＴ利活用推進に資する提案となっているか。 

③ 計画性 

○開発から実証、将来的な実装までのステップが明確になっているか。 

○開発・実証の各段階において実現すべきことが定性的・定量的目標として具体的に定められてい

るか。 

④ 実現性 

○事業の実施体制は十分か。 

○共同体参加者の経営基盤、管理能力、過去の実績等を総合的に勘案し、事業を実現できると評価

できるか。 

○開発から実証までの各段階において実現すべきことが定性的・定量的な目標として具体的に定め

られているか。 

○事業の内容、スケジュール、市場動向等から、計画が実現できるものとなっているか。 

 

http://www.pref.tottori.lg.jp/257689.htm
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 ⑤ 個別項目 

＜最先端技術挑戦型＞ 

○最先端技術の特性が最大限発揮され、地域が未来の可能性を感じられる提案となっているか。 

＜地域実装定着型＞ 

○実証後の地域での実装が見込まれ、県内の課題解決等、先端技術導入の先導事例として期待され

る提案となっているか。 

 

【審査結果と公表】 

○ 審査結果は書面で通知します。 

○ 採択された事業については事業実施主体名、事業名、事業概要等を公表する場合があります。た

だし、取組内容により、公表が時期尚早のもの、好ましくないものについては、公表内容を協議決

定します。 

 

■５ 補助事業の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩補助金の支払い 

⑨補助金の請求 

⑧現地調査（補助額の確定） 

⑦補助事業実施 

進捗報告、実績報告 

⑥審査・交付決定 

提案・審査 

②受付・事前ヒアリング 

⑤交付申請 

 

 

 

 

 

事業者 

 

 

 

 

 

県 

（産業振興課） 

①提案書提出 

補助事業 

③審査会（プレゼン） 

④採択の可否の通知 
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■６ 補助事業スケジュール表 

 項  目 実施者 時  期 内  容 

① 事業提案書提出 申請者 
R1.8.23 

～R1.9.27 

提案書により応募いただくものです。受付後、

有識者及び県によりヒアリングを行います。 

② 審査会 県 R1.10月頃 
プレゼンテーションによる審査を実施後、事

業採択の可否を通知します。 

③ 補助金交付申請 申請者 R1.10月下旬 補助金交付申請書を提出いただきます。 

④ 補助金交付決定 県 R1.11月 
プレゼンテーションの審査結果を踏まえ、交

付決定を通知します。 

⑤ 補助事業の着手 申請者 
交付決定日 

以降 

交付決定日以前に実施した事業は補助対象と

なりません。 

⑥ 定期進捗状況報告 

 （各年度 9.30現在） 
申請者 

各年度 10.1 

～各年度 10.15 

各年度9月30日現在における事業進捗状況を

報告いただきます。（実績払いは無し） 

⑦ 各年度進捗状況報告 

 （各年度 3.31現在） 
申請者 

各年度 4.1 

～各年度 4.15 

各年度（～3.31）の事業進捗状況を報告いた

だきます 

⑧ 現地調査 

（各年度分） 
県 各年度 5月中 

各年度実績（事業成果・支出状況・経理処理）

について、県職員が調査を行います。 

⑨ 各年度支払通知 県 各年度 5月中 初年度補助金の支払額を通知します。 

⑩ 実績報告書 

（全体分） 
申請者 

交付決定から 

24ヶ月以内 

補助事業全体の実績を報告いただきます。な

お、事業完了から 15日以内に提出する必要が

あります。 

⑪ 現地調査 

（最終年度分） 
県 

実績報告後 

速やかに 

全体実績（事業成果及び最終年度分事業の支

出状況・経理処理）について、県職員が赴き

現地調査を行います。 

⑫ 確定通知 県 
現地調査から 

半月程度 

補助金額の確定を行い、最終年度補助金の支

払額を通知します。 

⑬ 補助金支払 

（最終年度分） 
県 

現地調査から 

１ヶ月程度 
最終年度補助金の精算払を行います。 

 

■７ 補助事業に関する注意事項 

・ 補助対象経費は、補助金交付決定後、補助対象期間内に補助事業に対して支出する（実際に支払

が行われる）費用に限られます。交付決定前に支出した費用（発注・購入・契約等も含む。）や、

補助対象期間を過ぎて支出した費用は補助対象外となりますので、ご注意ください。 

・ 補助事業の実施にあたっては、鳥取県産業振興条例（平成２３年１２月鳥取県条例第６８号）の

趣旨を踏まえ、県内事業者への発注に努めなければなりません。 

・ 消費税は補助対象経費にはなりません。 

・ 補助金は精算払いとなります。 

・ 補助事業者は、補助対象経費の収支状況等を証する書類を整備し、事業完了年度の翌年度から起

算して５年間保存する必要があります。 

 

■８ 申請書添付書類（チェックリスト） 

□申請者全員の登記簿謄本（写しで可） 

□申請者全員の直近２期分の決算書（写しで可） 

□申請者全員の概要がわかる資料（連携グループの内、支援機関、学術機関、自治体を除く） 

□連携グループの会則、規則等及びそれらを制定した事実が分かる設立の議事録等の写し等。 

 ①代表企業 ②役割分担 ③経費負担 ④構成員の加入・脱退要件 ⑤グループ内ルール等 

□事業の全容がわかる資料（システム概要、ビジネスモデル概略模式図、全体スケジュールなど） 

□補助対象経費の積算根拠となる見積書の写しや製品カタログの写し等 
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■９ 応募に関する注意事項 

・ 事業計画は、図や表なども用い、第三者にも分かる形で記載をお願いします。 

・ 必要に応じて別途追加資料の提出をお願いする場合がありますのでご承知ください。 

・ 本事業に提案した内容を他の助成制度に申請する予定がある、又は申請している場合は、その旨

を記載してください。重複する経費への補助は対象外となります。 

・ 応募に係る一切の費用は応募者自身の負担となります。 

 

■１０ 相談窓口 

 

名 称 
郵便 

番号 
所在地 電話番号 ファクシミリ 

鳥取県商工労働部 

産業振興課 次世代産業担当 

680- 

8570 
鳥取市東町一丁目２２０ 0857-26-7564 0857-26-8117 
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様式第１号（第５条関係） 

年  月  日 

 

 

 鳥取県知事       様 

 

 

                    申請代表者 所 在 地 

                          企 業 名 

                          代表者名               印 

 

 

鳥取県先端ＩＣＴ地域プロジェクト型開発・実証事業提案書 

【最先端技術挑戦型、地域実装定着型】 

 

 

 鳥取県先端ＩＣＴ地域プロジェクト型開発・実証事業について、下記のとおり提案します。 

 

 

記 

 

 

 １ 提 案 名   

 

 

２ 提  案  型  最先端技術挑戦型  ・  地域実装定着型 

 

 

 ３ 事業実施計画  様式第２号のとおり 

 

 

 ４ 問い合わせ先  所属・役職名： 

           氏    名： 

           住    所：〒 

 

           電    話： 

           ファクシミリ： 

           電子メール： 

 

 

 

 

 

（注）提案型は該当する補助事業型に丸をしてください。 
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様式第２号（第５条、第６条、第８条関係） 

 

鳥取県先端ＩＣＴ地域プロジェクト型開発・実証事業（変更）事業計画書 

 

１ 実施主体の概要 

 

実 施 体 制 

（共同体における連携体制、参画企業・団体の役割等を図等も活用し詳しく記載してください） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●構成企業・団体等概要 

 

名  称： 

住 所： 

共同体代表者名： 

資 本 金： 

従業員数： 

URL：http://www. 

担当者部署・担当者名： 

担当者 E-mail: 

TEL/FAX： 

主たる業務内容： 

 

 

 

 

※ 必要な場合は、欄を追加して具体的に記載すること。 

※ 別途、事業者の事業概要がわかる書類（様式自由。パンフレット等でも可。）を添付すること。 

※ 「構成企業・団体等概要」については、共同体構成員全員分を本様式により提出すること。 
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２ 事業計画書 

事 業 の 名 称 

（30 文字程度で簡潔に） 

 

 

事 業 の 概 要 

（200文字以内で簡潔に） 

 

 

 

 

期 待 され る効 果 

 

 

 

 

 

 

事 業 期 間 

[開始予定日]         [終了予定日（支払行為も含む）] 

    年  月  日  ～     年  月  日 

※交付決定日が開始予定日より遅くなった場合は、開始日は交付決定日とする。 

事

業

内

容 

 

実施内容 

 （開発・実証内容は、図や写真等も活用し分かりやすく記載すること） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

実証後の展開 

 

事業化・ 

地域実装の 

見 通 し 

 

 

（顧客・販路・採算性・パートナー・リソースなどの観点から記載） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 当年度に実施する取組 

 当年度の取組におけるスケジュール 

 月  

 月  

 月  

 月  

 月  

 月  

 月  

 月  
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４ 翌年度以降の展開 

翌
年
度
以
降
の
展
開
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル 

  年度 

 月 

～ 

 月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  年度 

 月 

～ 

 月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 添付資料 

次に掲げる書類を各１部添付すること（添付したら□にチェックすること）。 

□申請者全員の登記簿謄本（写しで可） 

□申請者全員の直近２期分の決算書（写しで可） 

□申請者全員の概要がわかる資料（連携グループの内、支援機関、学術機関、自治体を除く） 

□連携グループの会則、規則等及びそれらを制定した事実が分かる設立の議事録等の写し等。 

 ①代表企業 ②役割分担 ③経費負担 ④構成員の加入・脱退要件 ⑤グループ内ルール等 

□事業の全容がわかる資料（システム概要、ビジネスモデル概略模式図、全体スケジュールなど） 

□補助対象経費の積算根拠となる見積書の写しや製品カタログの写し等 
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６ 他の補助金の活用 

補 助 金 等 の 名称 

 

 

 

事 業 の 名 称 

 

 

 

事 業 期 間 

 

[開始日]            [終了予定日] 

  年  月  日 ～     年  月  日 

 

補 助 金 所 管 

部 署 名 ・ 団 体 名 

連 絡 先 

 

 

 

 

 

今回提案事業との 

実 施 内 容 の 違 い 

 

 

 

 

 

 

 

今回提案事業との 

実 施 体 制 の 違 い 

 

 

 

 

 

 

 

７ 消費税の取り扱い 

□一般課税事業者 

□簡易課税事業者 

□免税事業者 
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様式第３号（第５条、第６条、第８条関係） 

 

鳥取県先端ＩＣＴ地域プロジェクト型開発・実証支援補助金（変更）収支予算書 
 

１ 収入の部 

   （単位：円） 

 金   額 資金の調達先 

自 己 資 金   

借 入 金   

補 助 金   

そ の 他   

合   計   

 

２ 支出の部 

        （単位：円） 

経費区分 
経費内訳 

積算明細 

補助事業に 

要する経費 
補助対象経費 

区  分 
  備 考 

補助金 自己負担 

直接人件費    

   

ソフトウェア 

開発環境使用

料・購入費 

   

委託費    

機械装置 

工具器具 
   

減価償却費    

外部専門家受入

経費 
   

その他    

合 計       

（注）１ 補助対象経費について、県外事業者への発注を予定している場合は、別紙様式「県外発注

理由書」に必要事項を記載の上、収支予算書とあわせて提出すること。 

    ２ 委託にかかる経費のうち補助対象経費とできるものは、やむを得ない事情により事前に県

が認めた場合を除き、県内事業者が実施したものに限る。 

    ３ 見積書等の根拠資料を添付すること。 

    ４ 明細は本収支予算書に準じた任意の様式の添付でも可とする。 
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別紙（様式第３号） 

県外発注理由書 

 

経費区分 経費の内容 発注先 

事業者名 

発注先 

所在地 

当該経費に係る 

県内事業者の状況 

県内発注できない理由、 

県外発注でなければな

らない理由 
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様式第４号（第７条関係） 

第         号 

  年  月  日 

 

 

                様 

 

 

鳥取県知事           

 

年度鳥取県先端ＩＣＴ地域プロジェクト型開発・実証支援補助金交付決定通知書 

 

    年 月 日付けの申請書（以下「申請書」という。）で申請のあった鳥取県先端ＩＣＴ地域プロ

ジェクト型開発・実証支援補助金（以下「本補助金」という。）については、鳥取県補助金等交付規則

（昭和３２年鳥取県規則第２２号。以下「規則」という。）第６条第１項の規定に基づき、下記のとお

り交付することに決定したので、規則第８条第１項の規定により通知します。 

 

記 

 

１ 対象事業 

  本補助金の対象事業の内容は、「  年度鳥取県先端ＩＣＴ地域プロジェクト型開発・実証支援

補助金」とし、その内容は、申請書に記載されているとおりとする。 

 

２ 交付決定額等 

本補助金の算定基準額及び交付決定額は、次のとおりとする。ただし、対象事業の内容が変更され

た場合におけるそれらの額については、別に通知するところによる。 

（１）算定基準額  金        円 

（２）交付決定額  金        円 

 

３ 経費の配分 

 本補助金の補助対象経費の配分及びその配分された経費に対応する交付決定額は、申請書に記載さ

れているとおりとする。ただし、対象事業の内容が変更された場合においては、別に通知するところ

による。 

 

４ 交付額の確定 

 本補助金の額の確定は、補助対象経費の実績額について、鳥取県先端ＩＣＴ地域プロジェクト型

開発・実証支援補助金交付要綱（令和元年 月 日付第          号鳥取県商工労働部長

通知。以下「要綱」という。）第４条第２項及び第７条第３項の規定を適用して算定した額と、前記

２の（２）の交付決定額（変更された場合は、変更後の額とする。）のいずれか低い額により行う。 

 

５ 補助規程の遵守 

本補助金の収受及び使用、補助事業の遂行等に当たっては、規則及び要綱の規定に従わなければな

らない。 
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様式第５号（第９条関係） 

 

鳥取県先端ＩＣＴ地域プロジェクト型開発・実証事業実施報告書 

 

１ 申請者の概要 

・ 企業名 

・ 代表者職・氏名 

・ 住 所 

・ 電話番号・ファクシミリ番号 

・ メールアドレス（担当者） 

・ 担当者職・氏名 

 

２ 実績概要 

①事業計画名 

 

 

②本事業の実施日程 

〔開 始 日〕        〔終 了 日〕 

  年  月  日 ～     年  月  日 

③実施結果（計画書に記載した取組内容の項目に沿って、取組内容を具体的に記載すること。ま

た、当初計画からの変更点があれば、変更内容・経緯等についても記載すること。） 

 

 

 

 

④目標達成状況（計画書に記載した取組目標の項目に沿って、取組目標の達成状況を記載するこ

と。また、当初計画からの変更点があれば、変更内容・経緯等についても記載すること。） 

 

 

 

 

⑤今後の展開及び課題 

※ 本事業を通じて作成した今後実行していく構想に係る事業計画書を添付すること。 
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様式第６号（第９条関係） 

 

鳥取県先端ＩＣＴ地域プロジェクト型開発・実証支援補助金収支決算書 
 

１ 収入の部 

   （単位：円） 

 金   額 資金の調達先 

自 己 資 金   

借 入 金   

補 助 金   

そ の 他   

合   計   

 

２ 支出の部 

                                      （単位：円） 

経費区分 
経費内訳 

積算明細 

補助事業に 

要する経費 
補助対象経費 

区  分 
  備 考 

補助金 自己負担 

直接人件費    

   

ソフトウェア 

開発環境 

使用料・購入費 

   

委託費    

機械装置 

工具器具 
   

減価償却費    

外部専門家受

入経費 
   

その他    

合 計       

 （注）１ 合計については、予算額を上段に（  ）で記載すること。 

    ２ 開発外注委託した場合は、備考欄に委託先名を記載すること。 

    ３ 明細は本収支決算書に準じた任意の様式の添付でも可とする。 
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様式第７号（第９条関係） 

  年  月  日 

 

 

 鳥取県知事           様 

 

 

申請代表者 所 在 地 

企 業 名 

代表者名             印 

 

 

年度仕入控除税額確定報告書 

 

 鳥取県先端ＩＣＴ地域プロジェクト型開発・実証支援補助金交付要綱第９条第４項の規定に基づき、

下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 補助金の確定額及び補助対象経費の額 

（１）補助金の確定額        金           円 

（２）補助対象経費の額       金           円 

 

２ 実績報告控除税額（交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは交付決定控除税額）           

金           円 

 

３ 消費税及び地方消費税の申告により確定した仕入控除税額 

                  金           円 

 

４ 補助金返還相当額（３－２＞０の場合） 

         １の（１） 

  （３－２）×───────   金           円 

         １の（２） 

 

 （注）別紙として積算の内訳を添付すること。 
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様式第８号（第１０条関係） 

  年  月  日  

 

 

鳥取県知事      様 

 

 

申請代表者 所 在 地 

企 業 名 

代表者名           印 

 

 

 年度鳥取県先端ＩＣＴ地域プロジェクト型開発・実証事業進捗状況報告書 

 

  年  月  日付第      号により交付決定通知があった上記事業に係る    

年  月  日現在の遂行状況について、鳥取県先端ＩＣＴ地域プロジェクト型開発・実 

証支援補助金交付要綱第１０条の規定により、別紙のとおり報告します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

別紙（様式第８号） 

 

１ 補助事業の進捗状況 

実施事業名  

事業担当者の 

職  氏  名 
 

事 業 内 容 

① 実施内容 

 

 

 

 

 

 

 

② 事業成果（目標達成状況等） 

 

 

 

 

 

 

 

③ 今後の予定 

 

 

 

 

 

 

 

２ 予算の執行状況                             （単位：円） 

交  付  決  定 
算定基準額 交付決定額 

  

前年度までの実績   

本 年 度 実 績 

（～ 月 日） 
  

今後の執行見込み   

〔添付書類〕・様式第６号 



22 

 

様式第９号（第１１条関係） 

  年  月  日 

 

 

 鳥取県知事       様 

        

 

          申請代表者 所 在 地 

                          企 業 名 

                          代表者名            印 

 

 

 鳥取県先端ＩＣＴ地域プロジェクト型開発・実証支援補助金の支払に係る申出書 

 

   年  月  日付第    号による交付決定に係る鳥取県先端ＩＣＴ地域プロジェクト型開

発・実証支援補助金の支払について、鳥取県補助金等交付規則第２０条第１項の規定により、下記の

とおり申し出ます。 

 

記  

                 （単位：円）  

補 助 事 業 等 の 名 称   

交 付 決 定 額   

支払時期・支払額の変

更 希 望 内 容 又 は  

支 払 停 止 希 望 額  

 

支払時期・支払額を変

更 又 は  

支払停止を希望する

理 由  

 

添 付 書 類  資金計画書  
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様式第１０号（第１２条関係） 

年  月  日   

 

鳥取県知事     様 

 

 

                    申請代表者 所 在 地 

                          企 業 名 

                          代表者名            印 

 

 

取得財産処分承認申請書 

 

 

年度鳥取県先端ＩＣＴ地域プロジェクト型開発・実証支援補助金により取得し又は効用の増

加した財産を処分するため、同交付要綱第１２条第３項の規定により、下記のとおり申請します。 

 

記 

 

品目及び取得年月日 

 

 

 

 

取得価格及び時価 

 

 

 

 

処分の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 


